
平成™˜年�月™š日 火曜日 第œ— �号官 報
住
所
埼
玉
県
春
日
部
市
下
蛭
田
1
9
7番
地
１

石
岩
柱
昭
和
5
8年
３
月
2
8日
生

石
愛
麗
平
成
2
0年
１
月
６
日
生

住
所
東
京
都
昭
島
市
中
神
町
1
2
8
2番
地

劉
立
軍
昭
和
5
0年

1
0月
９
日
生

劉
美
奈
平
成
1
4年
７
月
2
1日
生

劉
麗
奈
平
成
1
7年
１
月
2
6日
生

住
所

東
京
都
世
田
谷
区
上
北
沢
４
丁
目

3
4番

1
2
`

5
0
4

号ア
ン
ジ
ェ
ラ
・
リ
ー
・
ホ
ー
ル
昭
和
4
6年

1
1月

1
0日

生
住
所
東
京
都
目
黒
区
洗
足
１
丁
目
2
0番

1
6号

Ô
淑
»
昭
和
5
3年
８
月
８
日
生

住
所
岐
阜
市
鏡
島
精
華
１
丁
目
1
0番

5
0号

劉
剛
昭
和
4
4年
３
月
1
6日
生

住
所
大
分
市
岩
田
町
３
丁
目
1
7番

1
6号

崔
優

昭
和
4
9年
８
月
１
日
生

住
所
東
京
都
大
田
区
西
蒲
田
３
丁
目
４
番
７
号

Ô
春
陽
昭
和
4
5年
５
月
2
2日
生

住
所
さ
い
た
ま
市
桜
区
山
久
保
２
丁
目
1
6番
１
`
1
5
0
6

号ア
ル
ベ
ル
ト
・
ジ
ュ
ン
イ
チ
・
サ
ト
ウ
昭
和
4
8年

1
1

月
2
5日
生

住
所
埼
玉
県
川
越
市
砂
新
田
３
丁
目
３
番
地
6
6

劉
紅
昭
和
4
3年
９
月
2
3日
生

劉
清
惠
平
成
1
0年
３
月
2
1日
生

住
所
千
葉
市
中
央
区
東
千
葉
２
丁
目
６
番
１
`
5
3
3号

趙
南
哲
昭
和
5
3年
６
月
1
2日
生

李
明
華
昭
和
5
3年
５
月
1
8日
生

趙
惠
‘
平
成
1
6年
９
月
2
5日
生

住
所
東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
３
丁
目
2
3番

2
2
`
9
0
2号

劉
暁
鴎
昭
和
5
4年
９
月
１
日
生

李
昭
和
5
0年

1
0月

2
0日
生

劉
佳
沢
平
成
2
1年
１
月
７
日
生

住
所
東
京
都
新
宿
区
高
田
馬
場
４
丁
目
2
9番
４
号

ミ
ョ
ー
・
テ
ン
昭
和
4
1年
９
月
９
日
生

住
所
岐
阜
県
各
務
原
市
蘇
原
六
軒
町
４
丁
目
1
0番
地
６

セ
ニ
ア
・
ア
ル
テ
ィ
ミ
ア
ッ
ク
・
タ
ム
ラ
昭
和
5
2年

1
0月
１
日
生

住
所
長
野
県
飯
山
市
大
字
寿
4
2
9番
地

陳
仕
輝
昭
和
5
3年
３
月
1
9日
生

住
所
長
野
県
松
本
市
大
字
島
内
1
6
6
6番
地
8
3
0

河
美
知
昭
和
5
1年
５
月
2
3日
生

住
所
京
都
市
右
京
区
西
院
坤
町
1
0
2番
地

阮
霞
昭
和
4
9年
１
月
１
日
生

住
所
横
浜
市
鶴
見
区
駒
岡
４
丁
目
2
9番
１
号

馮
麗
昭
和
3
6年
５
月
2
0日
生

劉
昇
昭
和
6
3年
４
月
1
5日
生

二

46.5
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

46.5

補
正
書
の
形
式

æ

出
願
人
は
、
第
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
補
正

を
す
る
場
合
に
は
、
最
初
に
提
出
し
た
す
べ
て
の

請
求
の
範
囲
と
差
し
替
え
る
た
め
に
、
完
全
な
一

式
の
請
求
の
範
囲
を
含
む
差
替
え
用
紙
を
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ç

差
替
え
用
紙
に
は
、
次
の
こ
と
を
記
載
し
た
書

簡
を
添
付
す
る
。

ü

最
初
に
提
出
し
た
請
求
の
範
囲
と
補
正
に
よ

り
異
な
る
も
の
と
な
る
請
求
の
範
囲
を
特
定

し
、
及
び
最
初
に
提
出
し
た
請
求
の
範
囲
と
補

正
後
の
請
求
の
範
囲
と
の
相
違
に
つ
い
て
注
意

を
喚
起
す
る
こ
と
。

@

最
初
に
提
出
し
た
請
求
の
範
囲
で
あ
つ
て
補

正
に
よ
り
削
除
さ
れ
た
も
の
を
特
定
す
る
こ

と
。

三

66.8
æ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

æ

ç
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、

出
願
人
は
、
明
細
書
又
は
図
面
を
補
正
す
る
場
合

に
は
、
補
正
の
た
め
、
先
に
提
出
し
た
用
紙
と
異

な
る
国
際
出
願
の
す
べ
て
の
用
紙
に
つ
い
て
差
替

え
用
紙
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
差
替
え

用
紙
に
は
、
差
し
替
え
ら
れ
る
用
紙
と
差
替
え
用

紙
と
の
相
違
に
つ
い
て
注
意
を
喚
起
す
る
書
簡
を

添
付
す
る
も
の
と
し
、
ま
た
、
当
該
書
簡
に
お
い

て
は
、
補
正
の
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
が
望
ま
し

い
。

四

66.8
ç
の
次
に
è
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

è

請
求
の
範
囲
を
補
正
す
る
場
合
に
は
、
46.5
の
規

定
を
準
用
す
る
。
こ
の
è
の
規
定
に
よ
つ
て
準
用

す
る
46.5
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
た
一
式
の
請

求
の
範
囲
は
、
最
初
に
提
出
し
、
又
は
先
に
第
十

九
条
若
し
く
は
第
三
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
い
て

補
正
し
た
す
べ
て
の
請
求
の
範
囲
と
差
し
替
え

る
。

住
所
神
奈
川
県
藤
沢
市
稲
荷
１
丁
目
９
番
１
`
5
1
7号

李
秀
翠
昭
和
3
8年
６
月
４
日
生

江
南
昭
和
6
3年
１
月
2
0日
生

住
所
神
奈
川
県
藤
沢
市
善
行
団
地
２
番
７
`
3
0
1号

崔
艶
霞
昭
和
4
9年

1
1月
６
日
生

住
所
川
崎
市
川
崎
区
南
町
2
1番
地
２

金
正
浩
昭
和
4
1年

1
0月

1
1日
生

石
鉉
廷
昭
和
4
9年

1
2月

1
1日
生

金
大
河
平
成
1
2年
２
月
1
6日
生

金
大
樹
平
成
1
3年
１
月
８
日
生

金
未
來
平
成
1
4年
８
月
3
1日
生

五

70.16
æ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

æ

66.8
æ
又
は
ç
の
規
定
に
基
づ
く
差
替
え
用
紙

は
、
66.8
æ
若
し
く
は
ç
の
規
定
に
基
づ
く
後
の
差

替
え
用
紙
又
は
66.8
ç
の
規
定
に
基
づ
き
用
紙
の
全

体
を
削
除
す
る
こ
と
に
な
る
補
正
書
に
よ
つ
て
差

し
替
え
ら
れ
た
も
の
を
除
く
ほ
か
、
報
告
に
附
属

書
類
と
し
て
添
付
す
る
。

六

70.16
æ
の
次
に

(ａの2)
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(ａの2)

46.5
æ
の
規
定
に
基
づ
く
差
替
え
用
紙
は
、
66.8
è

の
規
定
に
基
づ
く
差
替
え
用
紙
に
よ
つ
て
差
し
替

え
ら
れ
た
も
の
又
は
取
り
消
さ
れ
た
と
み
な
す
も

の
を
除
く
ほ
か
、
報
告
に
附
属
書
類
と
し
て
添
付

す
る
。
66.8
è
の
規
定
に
基
づ
く
差
替
え
用
紙
は
、

66.8
è
の
規
定
に
基
づ
く
後
の
差
替
え
用
紙
に
よ
つ

て
差
し
替
え
ら
れ
た
も
の
を
除
く
ほ
か
、
報
告
に

附
属
書
類
と
し
て
添
付
す
る
。
46.5
ç
又
は
66.8
æ
若

し
く
は
è
の
規
定
に
基
づ
く
書
簡
は
、
報
告
に
添

付
し
な
い
。

七

70.16
ç
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ç

æ
及
び

(ａの2)
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
際
予
備

審
査
機
関
が
、
関
連
す
る
差
し
替
え
よ
う
と
し
、

又
は
取
り
消
そ
う
と
す
る
補
正
が
出
願
時
に
お
け

る
国
際
出
願
の
開
示
の
範
囲
を
超
え
て
さ
れ
る
も

の
と
認
め
、
か
つ
、
報
告
が
70.2
è
に
規
定
す
る
表

示
を
含
ん
で
い
る
も
の
と
認
め
る
場
合
に
は
、
æ

及
び

(ａの2)
の
規
定
に
よ
り
差
し
替
え
ら
れ
、
又
は
取

り
消
さ
れ
た
差
替
え
用
紙
も
報
告
に
附
属
書
類
と

し
て
添
付
す
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
そ
の
差
し
替

え
ら
れ
、又
は
取
り
消
さ
れ
た
差
替
え
用
紙
に
は
、

実
施
細
則
が
定
め
る
記
入
を
す
る
。

〇
外
務
省
告
示
第
三
百
三
十
五
号

千
九
百
七
十
年
六
月
十
九
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
作
成
さ

れ
た
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
規
則
の
一
部
は
、
同
条
約

第
五
十
八
条
]
の
規
定
に
従
い
、次
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
、

そ
の
修
正
は
、平
成
二
十
一
年
七
月
一
日
に
効
力
を
生
じ
、

平
成
二
十
一
年
七
月
一
日
以
降
の
国
際
出
願
日
を
有
す
る

国
際
出
願
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
46.5
、
66.8
及
び

70.16
の
規
定
の
修
正
は
、
国
際
出
願
日
に
か
か
わ
ら
ず
、
平

成
二
十
一
年
七
月
一
日
以
降
に
同
条
約
第
十
九
条
又
は
第

三
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
補
正
さ
れ
る
国
際
出
願
に

つ
い
て
適
用
す
る
。

（
平
成
二
十
年
十
二
月
二
日
付
け
世
界
知
的
所
有
権
機

関
事
務
局
長
回
章
）

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
三
日

外
務
大
臣

中
曽
根
弘
文

一

29.4
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

29.4

第
十
四
条
_
に
規
定
す
る
宣
言
を
行
う
意
図
の
通

知æ

受
理
官
庁
は
、
第
十
四
条
_
に
規
定
す
る
宣
言

を
行
う
前
に
、
宣
言
を
行
う
意
図
及
び
理
由
を
出

願
人
に
通
知
す
る
。
出
願
人
は
、
受
理
官
庁
に
よ

る
暫
定
的
な
認
定
に
同
意
し
な
い
場
合
に
は
、
そ

の
通
知
の
時
か
ら
二
箇
月
以
内
に
そ
の
旨
の
抗
弁

を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ç

受
理
官
庁
は
、
第
十
一
条
\
A

é
又
は
ê
に
規

定
す
る
要
素
に
つ
い
て
第
十
四
条
_
に
規
定
す
る

宣
言
を
行
う
意
図
を
有
す
る
場
合
に
は
、
æ
に
規

定
す
る
通
知
に
お
い
て
、
出
願
人
に
対
し
、
当
該

要
素
を
4.18
に
規
定
す
る
引
用
に
よ
り
含
め
る
こ
と

を
20.6
æ
の
規
定
に
従
つ
て
確
認
す
る
よ
う
求
め

る
。
20.7
æ
ü
の
規
定
の
適
用
上
、
こ
の
ç
の
規
定

に
基
づ
い
て
発
出
し
た
出
願
人
に
対
す
る
求
め

は
、
20.3
æ
@

の
規
定
に
基
づ
く
求
め
と
み
な
す
。

è

ç
の
規
定
は
、
受
理
官
庁
が
国
際
事
務
局
に
対

し
、
20.3
æ
@

及
び
ç
@

並
び
に
20.6
の
規
定
が
当
該

受
理
官
庁
が
適
用
す
る
国
内
法
令
に
適
合
し
な
い

こ
と
を
20.8
æ
の
規
定
に
従
つ
て
通
告
し
た
場
合
に

は
、
適
用
し
な
い
。

œ
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